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様
式
第
一
号
中 

規 
 

則 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
使
用
し
て
公
文
書
の
開
示
を
受
け
る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力

装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
  

      

    

「
 

求
め
る
開
示
の
実
施
の

 
方
法

 
開
示
の
実
施
の
方
法
に
希

望
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、□

内
に
レ
印
を
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

１
 
文
書
又
は
図
画
の
場
合

 
 

 
□
閲
覧

 
 

 
□
写
し
（
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 
 

 
□
写
し
（
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て

 
 

 
 
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 
２

 
電
磁
的
記
録
の
場
合

 
 

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

 
 

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
（
□
送

 
 

 
□
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲

 
 

 
 
聴

 
 

 
□
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 

 

  た
も
の
）
の
交
付

 
 で
き
た
電
磁
的
記

 
の
）
の
交
付

 
   付
を
希
望
）

 
覧
、
聴
取
又
は
視

 
  

を 

「 

求
め
る
開
示
の
実
施
の

方
法

 
開
示
の
実
施
の
方
法
に
希

望
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、□

内
に
レ
印
を
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

１
 
文
書
又
は
図
画
の
場
合

 
 

 
□
閲
覧

 
 

 
□
写
し
（
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 
 

 
□
写
し
（
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取

 
 

 
 
録
）
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

 
 

 
 
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が

 
 

 
□
写
し
（
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取

 
 

 
 
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 
２

 
電
磁
的
記
録
の
場
合

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
（

 
 

 
□
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
交
付

 
 



  写
し
た
も
の
）
の
交
付

 
 っ
て
で
き
た
電
磁
的
記

 
る
交
付
（
電
子
情
報
処

 
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
 

っ
て
で
き
た
電
磁
的
記

 
た
も
の
）
の
交
付

 
   □
送
付
を
希
望
）

 
（
電
子
情
報
処
理
組
織

 
場
合
に
限
る
。
）

 
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視

 
 の
の
交
付

 
 

 

          
 

 
 

 

   

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式 

 

に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

に
改
め
る
。 

 

 
 

 
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た

 
 

 
□
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の

 
 

 
 
聴

 
□
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も

 
（
□
送
付
を
希
望
）

 

 

交
付

 
 

 
 

 
 

 

 

」 

」 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
二
号 

 
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関

し
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

                         

 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
諏
訪
ノ
木

四
百
八
十
三
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
中
田
三
百

七
十
八
番
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
中
原
千
二

百
八
十
四
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
中
原
千
二

百
八
十
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
中
原
千
二

百
七
十
九
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
金
屎
千
百

六
十
七
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
女
堀
八
百

四
十
五
番
五 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
丑
ケ
谷
戸

七
百
九
十
一
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
杓
子
木
字
堤
外
六
百
八
十
六
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
中
ノ
目
字
雁
渕
九
百
番
二 

埼
玉
県
加
須
市
今
鉾
字
金
山
四
百
三
十
八
番 

所
在
及
び
地
番 

 田 田 畑 畑 畑 畑 畑 田 田 田 田 

地
目 

 

一
、
一
一
八
・
〇
〇 

一
、
〇
九
五
・
〇
〇 

一
、
六
八
九
・
〇
〇 

五
三
三
・
〇
〇 

四
四
二
・
〇
〇 

九
三
五
・
〇
〇 

八
四
三
・
〇
〇 

一
、
二
一
六
・
〇
〇 

二
、
二
五
五
・
〇
〇 

一
七
三
・
〇
〇 

五
〇
一
・
〇
〇 

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

 



   

二 

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況 

 
 

農
地
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
。 

三 

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

 
 

裁
定
手
続
後
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。 

四 

希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

                          

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
諏
訪
ノ
木

四
百
八
十
三
番
二 

 

田 

 

九
五
・
〇
〇  

 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
金
屎
千
百
六
十

七
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
女
堀
八
百
四
十

五
番
五 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
丑
ケ
谷
戸
七
百

九
十
一
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
杓

子
木
字
堤
外
六
百

八
十
六
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
中

ノ
目
字
雁
渕
九
百

番
二 

埼
玉
県
加
須
市
今

鉾
字
金
山
四
百
三

十
八
番 

所
在
及
び
地
番 

 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

利
用
権
の
始
期 

 十
年 

十
年 

十
年 

十
年 

十
年 

十
年 

存
続
期
間 

 〇
円 

〇
円 

〇
円 

〇
円 

六
千
二
百
十
円 

六
千
四
百
七
十
円 

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

 



                        

五 

意
見
書
の
提
出 

 
 

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

提
出
期
限 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 

ロ 

提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

 

ハ 

記
載
事
項 

 
 

⑴ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た 

 
 

 

る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

⑵ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
諏
訪
ノ
木
四
百

八
十
三
番
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
諏
訪
ノ
木
四
百

八
十
三
番
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
中
田
三
百
七
十

八
番
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
中
原
千
二
百
八

十
四
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
中
原
千
二
百
八

十
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
神

川
町
大
字
元
阿
保

字
中
原
千
二
百
七

十
九
番 

 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

令
和
八
年
七
月
一
日 

 

十
年 

十
年 

十
年 

十
年 

十
年 

十
年 

 

〇
円 

〇
円 

〇
円 

〇
円 

〇
円 

〇
円 

 

 



 
 

⑶ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
当
該
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画 

 
 

⑷ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由 

 
 

⑸ 

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由 

 
 

⑹ 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
三
号 

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成 

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と 

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
三―

三
八―

二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
石
原
三
丁
目
二
十
七
番
地 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
八
百
七
・
二
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
六
二
九
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  



１ 購入等件名及び数量 

  令和７年度大宮科学技術高等学校コンピュータ教室用機器等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課企画・総合調整担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 

５ 落札金額 

  215,531,602円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年10月17日 

 



告

示 

埼
玉
県
春
日
部
県
税
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に 

 

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
県
税
事
務
所
長 

江 

口 

昌 

稔 
 

 
 

  

指

定

取

消

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事

業

所

の

所

在

地 

代

表

者

の

氏

名 

氏

名

又

は

名

称 

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
草
加
市
氷
川
町
八
百
三
十
七
番
地 

代
表
取
締
役 

増
田 

宏
之 

美
好
屋
石
油
株
式
会
社 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
日
時
及
び

場
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

 

 

第
十
六
区 

第
十
五
区 

第
十
四
区 

第
十
三
区 

第
十
二
区 

第
十
一
区 

第 

十 

区 

第 

九 

区 

第 

八 

区 

第 

七 

区 

第 

六 

区 

第 

五 

区 

第 

四 

区 

第 

三 

区 

第 

二 

区 

第 

一 

区 

選
挙
区
名 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
三
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
四
十
五
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
三
十
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
三
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
四
十
五
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
三
十
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
三
時
十
五
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
三
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
四
十
五
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
三
十
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
三
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
四
十
五
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
三
十
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
三
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
四
十
五
分 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
二
時
三
十
分 

日 
 

 
 

 

時 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ

ン
タ
ー 

大
ホ
ー
ル 

場 
 

 

所 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
日
時
及

び
場
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
四
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

大
ホ
ー
ル 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
分
会
の
日
時
及
び

場
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
八
年
二
月
十
日 

午
後
四
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

大
ホ
ー
ル 
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